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令和６年 第１１回 神埼市農業委員会定例総会 議事録 

 

１ 開催日時  令和６年１１月６日（水）午前９時開催 

２ 開催場所  神埼市役所 ３階大会議室 

３ 出欠者の状況 

出席委員 １１名 

欠席委員  １名 

農地利用最適化推進委員 １２名 

傍聴人   ０名 

議席番号 役職 氏名 出欠 

１ 会長 西村睦雄 出 

２ 副会長 野田 豊 出 

３ 委員 嘉村尚文 出 

４ 委員   

５ 委員 中原和之 出 

６ 委員 貞島清秀 出 

７ 委員 重松秀明 出 

８ 委員 野副高司 出 

９ 委員 樋口康明 出 

１０ 委員 井手元博 出 

１１ 委員 島崎元次 出 

１２ 委員 田中郁英 出 

１３ 副会長 吉浦文雄 欠 

 

４ 議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

３番 嘉村尚文委員 ５番 中原和之委員 

 

日程第２ 会議書記の指名 

事務局 事務局長 山口秀利 係長 大隈裕次 

 

日程第３ 付議事件 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について １件 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について ４件 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和 
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４年法律第５６号）附則第５条第１項の規定に基づく神埼 

市農用地利用集積計画 利用権設定関係について ５０件 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について 

     ４件 

 

５ 説明のため出席した職員 

【農業委員会事務局職員】 

事務局長  山口秀利 

農政農地係 係長 大隈裕次 

 

６ 会議の概要 

（開会） 

事務局長 

皆様、おはようございます。 

本日も大変お忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

最適化推進委員の方もご参加いただきありがとうございます。 

本定例総会は、今後も継続して感染症等拡大防止に心掛けます。 

円滑な議事の進行についてご理解とご協力をお願いいたします。 

それでは、着席して、議事を進めさせていただきます。 

令和６年 第１１回神埼市農業委員会定例総会の開催にあたり、会長よ

りご挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

会 長 

皆様、おはようございます。 やっと秋めいてきました。 

 もう皆さんの地域では稲刈りが終わったところでしょうか。 私のと

こはもちが終わりました。 そうこうするうちに麦撒きだと農繁期で忙

しくなりますが、風邪などひかずにお過ごしください。 

只今より令和６年 第１１回 神埼市農業委員会総会を開会します。 

 

（総会の成立） 

事務局長 

本日の出席委員は１１名です。 

１３番 吉浦副会長より、欠席のご連絡を受けております。 

定足数に達しておりますので、本日の総会は成立いたします。 

 

（議長登壇） 

事務局長 
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これより議事に入りますが、神埼市農業委員会会議規則第６条の規定に

より、会長に議長をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 

 

議 長 

それでは、お手元の総会次第に沿って、議事を進めます。 

○日程第１ 議事録署名委員の指名 

神埼市農業委員会 会議規則 第２１条第３項の規定に基づき、本総会

の議事録署名委員は、３番 嘉村委員 ５番 中原委員を指名します。 

よろしくお願いします。 

 

議 長 

○日程第２ 会議書記の指名 

本日の会議の書記は、事務局の山口局長、大隈係長を指名します。 

 

議 長 

○日程第３ 付議事件 

議案は、議案第１号から第３号までの、３議案の ５５件です。 

報告は、報告第１号の ４件です。 

ご審議、ご決定賜りますよう、よろしくお願いします。 

 

議 長 

只今から議事に入りますが、質問のある方は、挙手をして、指名を受

けてから、必ずマイクを通して議席番号、お名前の後に発言されるよう

お願いします。 

 

 

（議案第１号 申請番号１番は申請者の出席は求めず） 

（議案第１号 農地法第５条関係） 

議 長 

議案書の１ページをお願いします。 

第１号議案 農地法第５条の規定による許可申請について議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第１号、申請番号１番を議案書により説明】 

第１号議案、農地法第５条の規定による許可申請について説明いたしま

す。 申請番号１番、申請地の所在は、千代田町迎島 字○○ ○○番○

○の田 ２４７㎡と、一体利用の宅地など２筆の、合計３筆 ４１２．５

４㎡であります。 

転用の目的や理由、貸付人、借受人、施設の用途や資金などは記載のと
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おりです。 

権利の内容は、使用貸借による権利の設定で、農地区分につきましては、

住宅の用に供する施設が連たんしてることから第３種農地と判断し、許

可し得るとなります。 

位置図などにつきましては、２ページと３ページに添付しております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図などがあり、資金につ

いては融資証明書があり、行政庁などとの必要な事前確認は済んでいて、

周囲に支障が無いよう計画されております。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 申請番号１番について、地区担当委員のご意見

をお願いします。 

 

委 員【地区担当委員の意見】 

第１号議案の申請番号１番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の推進委員、申請者、事務局とともに、現地の状況や転

用の内容を確認しましたが、申請地は、○○に適していると思われる土地

で周囲の営農に支障が無いように計画されており、地区の同意もありま

すので問題は無いと思います。 

みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・応答） 

委 員 

他所じゃなくすぐ近くに○○で、これはいいことだと思います。 

（質疑等無い模様） 

議 長 

私もそう思います。 他にありませんか。 

（ありませんの声あり） 

議 長 

それでは質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第１号、申請番号１番について、許可する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

全員賛成であります。 よって本件は、原案のとおり許可します。 

 

 

（議案第２号 農地法第３条関係） 

議 長 

次に、議案書の４ページをお願いします。 

議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について審議します。 

事務局の説明を求めます。 
 
事務局 【議案第２号、議案書を基に説明】 

第２号議案、農地法第３条の規定による許可申請について説明いたし

ます。 今回は４件ございます。 

申請番号１番は、不在地主の農地を売買で譲り受けるものであります。 

位置図を５ページに添付しております。 

２番は、現借り受け農地を売買で譲り受けるものであります。 位置

図は６ページになります。 

３番は、遺言により農地の遺贈を受けて、そのあとは地域の農事組合

法人に参加されるものです。 位置図は７ページになります。 

４番は、親子間での農地の贈与であります。 位置図は８ページにな

ります。 

いずれも許可申請の要件は、農地法第３条の各号にある許可基準を満

たしております。 説明は以上です。 
 
議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

（ありませんの声あり） 

（質疑等無い模様） 

議 長 

ご質疑無いようですので質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第２号について、許可することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 
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全員賛成であります。 よって本件は、原案のとおり許可します。 

 

 

（議案第３号 基盤強化促進法 農用地利用集積計画 利用権設定関係） 

議 長 

次に、別冊の議案第３号をお願いします。 

農業経営基盤強化促進法、第１８条第１項の規定による、農用地利用

集積計画、利用権設定関係について議題とします。 
 

（総括表の説明） 

議 長 

最初に、１ページの総括表について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、議案書の総括表を基に説明】 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画 利用権設定関係について説明いたします。 

法令に基づき農業経営基盤強化促進事業を実施する場合は、市町村は利

用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て定めなければならない、と

なっておりますので、総会での議決を求めるものであります。 

議案書１ページの総括表を説明いたします。 

利用権設定関係総括表 

神埼町、新規１件、再設定２０件の計２１件の、内訳は、田４９筆の ８

０，６１３㎡ 

千代田町、新規２件、再設定２７件の計２９件の、内訳は、田５４筆の 

１１５，６２４㎡と畑２筆の ７９㎡の、計５６筆の １１５，７０３㎡ 

神埼市の合計は５０件の、内訳は、田１０３筆の １９６，２３７㎡と、

畑２筆の ７９㎡の、計１０５筆の １９６，３１６㎡となっております。 

なお、説明しましたすべての案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項に規定された各要件を満たしていると考えます。 総括表による

説明は以上です。 

 

（農用地利用集積計画の審議） 

議 長 

総括表の説明が終わりました。 

次に、議案書２ページからの農用地利用集積計画 神埼町の申し出につ

いて審議します。 
 

議 長 

ここでお諮りします。 議案書２ページ以降の神埼町の新規および再設定
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の審議でありますが、新規は１件のみですので、再設定と一括して審議し

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 
 

（同意を得る） 

議 長 

ご同意いただきましたので、神埼町の新規および再設定の申し出を一括

して審議します。 事務局の説明を求めます。 
 

事務局 【議案第５号、議案書を基に説明】 

議案書２ページの、神埼町新規と、３ページから１２ページの神埼町

再設定について説明いたします。 

議案書は、左から、土地の所在、地番、地目、面積、１０ａあたりの賃料、

設定する利用権の種類、貸し付け人、借り受け人、利用目的、借賃料、設定

の始期、終期となっております。 

設定する内容は、２ページの新規につきましては、田１筆の １，３２

４㎡。 再設定につきましては１２ページになります、田４８筆の ７９，

２８９㎡であります。 説明は以上です。 
 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

（ありませんの声あり） 

（質疑等無い模様） 

議 長 

ご質疑無いようですので質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画 神埼町の新規および再設定

について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本件は、原案のとおり決定します。 

 

（農用地利用集積計画の審議） 

議 長 

次に、議案書１３ページ以降の、農用地利用集積計画 千代田町の申し出

について審議します。 
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議 長 

ここでお諮りします。 千代田町の新規および再設定の審議でありますが、

新規は２件で、その借り受け人については再設定の申し出もありますので、

新規と再設定を一括して審議したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（同意を得る） 

議 長 

ご同意いただきましたので、千代田町の新規および再設定の申し出を 

一括して審議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、議案書を基に説明】 

議案書１３ページの千代田町新規と、１４ページから２７ページの千代

田町再設定の申出について説明いたします。 

設定する内容は、１３ページの新規につきましては、田６筆の １８，

７０９㎡。 

再設定につきましては２７ページになります、田４８筆の ９６，９１

５㎡と畑２筆の ７９㎡の、計５０筆の ９６，９９４㎡であります。 説

明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

委 員 

同じ受け手でも設定によって単価が違うのは何かあるのでしょうか。 

 

事務局 

 受付時に確認した限りでは、圃場の条件の違いだと思っております。 

 

委 員 

単価が安くなったと思います。 受け手も高齢化になって今が精一杯

だと思いますね。 

（質疑等無い模様） 

議 長 

他に内容ですので質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、千代田町新規および再設
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定について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本件は、原案のとおり決定します。 

 

（報告第１号 農地法第１８条第６項の通知関係） 

議 長 

次に、別冊の報告第１号をご覧ください。 

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知の確認についての

報告です。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【報告第１号、報告書を基に説明】 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について

ご報告いたします。 

農地法第１８条第１項ただし書きの各号の規定により、農地の賃貸借に

ついて合意による解約などが行われた場合は、同法施行規則第６６条に

より農業委員会に通知しなければならないとなっておりますので、受理

したものを報告いたします。 

内容は、農業経営基盤強化促進法および農地中間管理事業法による賃借

権設定の合意解約で、借り手の変更や所有権を移転に伴ったものであり

ます。 報告は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 何かご質疑ありませんか。 

 

（質疑・応答） 

（質疑等無い模様） 

議 長 

ご質疑ありませんか。 

（ありませんの声あり） 

議 長 

それでは、報告第１号については以上で終わります。 

 

議 長 

以上で、本総会に付議された議案の審議は、全て終了しました。 

これをもちまして、令和６年 第１１回神埼市農業委員会総会を閉会します。 

ご審議ありがとうございました。 

 

 ９時２５分 閉 会 


